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研究成果の概要（和文）：本研究では、ハウプトシューレ（基幹学校）の廃止とともにドイツに

おいて教育評価制度がどのように変容しているのか、その変容過程を時系列的、実証的に解明

し、教育評価制度の変化を明らかにした。ドイツでは連邦各州において、従来の学校制度に典

型的な三分岐型から二分岐型の学校制度に向けて改革が進められているが、学校制度は統合さ

れたが資格付与制度は従来の三分岐型制度を保持したままの状況にあることがわかった。 
 
 
研究成果の概要（英文）：This study described how the educational evaluation system in 
Germany is changing with abolition of the Hauptschule. Each federal state in Germany 
tries to change its school system from the typical Three-branch-system to the 
Two-branch-system, but the qualification system with educational evaluation remains 
unchanged. 
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１．研究開始当初の背景 
今日の学校教育をめぐる諸問題の中でも

特に学力と教育評価に関わる問題は、先進各
国で国民的関心を集めている。周知の通り、
わが国でも児童生徒の学力低下が懸念され、
その対策が講じられているが、わが国以上に
学力と教育評価の問題に対する関心が高い
のがドイツである。実際、OECD の国際学
力調査（PISA 2000）において、ドイツは読

解力、数学的能力、科学的能力のすべてにお
いて OECD 平均を下回る結果となった。基
礎学力の低下を示すこの結果は「PISA ショ
ック」として社会問題となった。同時に、従
来の教育制度を根本的に見直す作業が教育
学研究者に要請された。その中でも特に本格
的に見直されたのがカリキュラムと教育評
価である。前者のカリキュラムについては、
ドイツの国家レベルで議論が行われ、「教育
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スタンダード」が策定されるなど、数多くの
教育関係者によって研究が進められている
が、後者の教育評価については十分な研究に
取り組めていないのが現状である。 
 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、ハウプトシューレ（基幹

学校）の廃止とともにドイツにおいて教育評
価制度がどのように変容しているのか、その
変容過程を時系列的、実証的に解明すること
であり、通信簿やテストに代表されるような
制度の背景にある評価理論ならびに能力理
解の変化を明らかにすることである。そして、
これらの考察をもとにドイツにおいて教育
評価制度の機能がどのように変化している
のかを分析することである。つまり本研究で
は、ドイツの教育評価制度の変容プロセスを
解明したうえで、その制度の機能的変容を明
らかにする。 
 
 
３．研究の方法 
本研究では、ハウプトシューレの廃止過程

ならびに中等教育制度の再編プロセスを解
明し、教育評価制度の変容プロセスを解明し
た。そして、教育評価制度の機能的変容につ
いて理論的に分析した。具体的には、ライン
ラント・プファルツ州を中心に、文献資料に
よる基礎調査および現地でのインタビュー
調査を行った。 
これまでの教育評価制度史研究では、1550 

年代にドイツで教育評価が成立してから
2006 年頃までの制度化過程とその機能的変
容を明らかにしてきた。したがって本研究で
は、それらの研究を踏まえながら特にハウプ
トシューレの廃止が検討され始めた 2007 年
以降の教育評価について、その制度的変容お
よび機能的変容を解明した。具体的な方法と
しては、以下の 3点である。 
 
（1）文献資料による基礎調査 

ハウプトシューレの廃止に伴う教育評価
の制度的変容とその機能的変容を解明する
ため、これらに関連する文献、政策文書、報
告書を幅広く収集する。その一方で、教育評
価に関する理論モデルを整理するため、教育
評価の理論に関する最新の文献を収集した。 
 
（2）現地調査（インタビュー調査） 

教育評価制度の変容プロセスの実態を解
明するには、文献や政策文書などの資料だけ
では不十分である。したがって、文献調査で
は把握することのできない制度の変容実態
に迫るため、ラインラント・プファルツ州の
州都マインツ市を中心に、教育政策担当者、
研究者、学校長・教員などへのインタビュー

調査を実施した。 
 
（3）機能分析 
教育評価の制度的変容についての考察を

もとに、教育評価制度の機能的な変容を明ら
かにする。具体的には、ルーマンのシステム
論に基づく機能的記述の方法を援用した機
能分析を行う。この方法は、システム論から
得られる抽象的な比較準拠点に基づいて、対
象の機能およびそれと機能的に等価なもの
を記述するという研究手法である。本研究で
は、社会の各レベル（児童生徒〔個人〕、授
業〔相互作用〕、学校〔組織〕、社会〔社会シ
ステム〕）がそれぞれ教育評価制度をどのよ
うに利用しているのかについて、それと機能
的に等価なものとの比較の中で記述するこ
とで教育評価制度の機能を説明するもので
ある。 
 
 
４．研究成果 
ドイツにおける連邦各州の中等教育制度

を概観してみると、学校制度は従来の三分岐
型から二分岐型に向けて（ヘッセン州を除
く）ほとんどの州で改革が進められ、ベルリ
ン市、メクレンブルク・フォアポンメルン州、
ラインラント・プファルツ州、ザールラント
州、ザクセン州、ザクセン・アンハルト州、
シュレースヴィッヒ・ホルスタイン州、チュ
ーリンゲン州、ブランデンブルク州、ブレー
メン市、ハンブルク市の 11 州では、すでに
従来の基幹学校が実科学校と統合され、新た
な中等学校として制度化されている。これら
各州の中等教育制度をその類似性に基づい
て分類してみると、大きく 5 つのタイプに分
けることができた。 
 
（1）原型に最も近い型：ヘッセン 
（2）三分岐制度だが少し改革の兆候あり：

ニーダーザクセン、ノルトライン・ヴ
ェストファーレン 

（3）基幹学校制度に実科学校と同等の修了
資格を付与：バーデン・ヴュルテンベ
ルク、バイエルン 

（4）従来の基幹学校と実科学校を統合：ベ
ルリン、メクレンブルク・フォアポン
メルン、ラインラント・プファルツ、
ザールラント、ザクセン、ザクセン・
アンハルト、シュレースヴィッヒ・ホ
ルスタイン、チューリンゲン 

（5）ギムナジウムと同等の修了資格を付
与：ブランデンブルク、ブレーメン、
ハンブルク 

 
まず、原型に最も近い型として挙げられる

のがヘッセン州である。そして、従来の三分
岐制度を維持しながらもやや改革の兆しが



窺えるタイプとして、ニーダーザクセン州な
らびにノルトライン・ヴェストファーレン州
の制度が挙げられる。その一方で、従来の基
幹学校制度を維持したうえで実科学校と同
等の修了資格を与える型もある。これが第 3
のタイプであり、バーデン・ヴュルテンベル
ク州およびバイエルン州の制度がここに位
置づけられる。さらに、ドイツの数多くの州
が当てはまる第 4のタイプとして、従来の基
幹学校と実科学校を統合させて新たな中等
学校を設置することで、ギムナジウムとの二
分岐型学校制度を構成するようなタイプが
挙げられる。例えば、ベルリン市、メクレン
ブルク・フォアポンメルン州、ラインラン
ト・プファルツ州、ザールラント州、ザクセ
ン州、ザクセン・アンハルト州、シュレース
ヴィッヒ・ホルスタイン州、チューリンゲン
州といった諸州の制度である。最後に、ギム
ナジウムとの二分岐型学校制度を採用しな
がら、さらにギムナジウムと同等の修了資格
（大学入学資格）を与える制度を設けている
タイプがある。これが第 5 のタイプであり、
ブランデンブルク州、ブレーメン市、ハンブ
ルク市の学校制度がこれに含まれる。 
こうした改革の先進事例であるラインラ

ント・プファルツ州では、2009年秋の新学期
から従来の基幹学校を廃止し、それを実科学
校と統合して新制実科学校をスタートさせ
た。しかし、この学校における教育評価制度
を分析すると、それはこれまで別の場所にあ
った二種類の学校をひとつの場所に組み入
れただけであり、従来の二つの学校制度はそ
のまま存続しているように見える。他方、ド
イツの各州においても三分岐型から二分岐
型の学校制度に向けた改革が進められてい
るが、学校制度は統合されても資格付与につ
いては従来の三分岐型制度をそのまま保持
せざるを得ない状況にあることがわかった。 
こうした現象を機能分析の枠組みをもと

に解釈しようとすると、学校制度の統合に資
格付与制度の統合が追いつけないのは、従来
の基幹学校と実科学校の修了資格がそう簡
単に統合されないことを意味する。すなわち、
学業成績を証明することで生徒の選抜配分
に寄与する「実科学校修了資格（前期中等教
育修了資格）」（選抜配分機能）と、就学義務
の履行を証明により生徒を社会（就学）へ包
摂する「基幹学校修了資格（就職資格）」（包
摂機能）は、どちらかの機能に一元化できな
いということである。 
ただし、この制度改革は数年前から始まっ

たものであるため、この改革がドイツ各州に
どう定着していくのか、それに伴い教育評価
制度や資格付与制度がどう変化していくの
か、今後の経過に注目していく必要がある。 
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